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平成２８年度第６回固定資産評価に関する検討会 

平成２８年２月２７日（月）９：５７～１１：３１ 

都庁第二本庁舎３１階特別会議室２１ 

【審査申出担当課長】それでは、定刻前ですが、委員の先生方、全員おそろいになりま

したので、始めさせていただければと思います。 

本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

開会に先立ちまして、お手元の資料を確認させていただきます。会議資料といたしま

して、上から順に、次第、座席表、それから、参考資料といたしまして、「固定資産評価

に関する検討会」報告書（案）の概要、「固定資産評価に関する検討会」報告書（案）で

ございます。全ておそろいになっていますでしょうか。 

それでは、進行につきましては、座長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【座長】それでは、これから平成２８年度第６回固定資産評価に関する検討会を開催さ

せていただきます。 

本日は、第１回から第５回検討会までの議論を踏まえまして、事務局のほうで作成し

ていただいた「固定資産評価に関する検討会」報告書（案）についてご議論いただきた

いと思います。 

それでは、事務局から、報告書（案）の説明をお願いします。 

【審査申出担当課長】それでは、資料の一番下にあります「固定資産評価に関する検討

会」報告書（案）をご覧ください。 

初めに、報告書の構成案を説明させていただきます。 

２枚おめくりいただきまして目次をご覧ください。報告書は７章に章立てされており

ます。初めに、第１章で「固定資産評価に関する検討会」の設置目的を記載させていた

だきまして、第２章では、新たな評価方法の方向性等といたしまして、委員や事業者の

方の意見、法的な観点からの基本的な方向性などを記載させていただいております。 

そして、第３章では、新たな評価方法の基本的な考え方等といたしまして、「取得価額

活用方式」及び「標準的工事原価方式」の評価方法の２案を記載させていただいており

ます。続きまして、第４章で、家屋の取得価額と再建築費評点数との関係に関する調査・

分析といたしまして、先ほどの二つの評価方法について、統計的な観点から行った調査

分析の結果を記載させていただいております。続きまして、第５章で、新たな評価方法

の検討としまして、この検討会で提言いたします新たな評価方法の案を記載させていた

だいております。 

そして、次ページですが、第６章で、新たな評価方法に関するその他の論点の検討と

いたしまして、新たな評価方法に関して考えられる、さまざまな論点の検討を記載させ

ていただいております。そして、最後に第７章で、まとめといたしまして、この検討会

の検討の成果をまとめさせていただいております。 

それでは、続きまして、内容の説明に入らせていただきたいと思います。 
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恐れ入りますが、２ページ目をご覧ください。ここから、第１章の「固定資産評価に

関する検討会」の設置目的を記載してございます。 

それでは、３ページ目をご覧ください。まず、東京の、主に都心部・臨海部において、

大規模・複合用途の建物の建築が増加しているとしております。そして、これらの建築

物を部分別評価で評価する場合、困難で複雑な判断を伴う作業が必要となり、評価に長

期間を要することがあるとともに、複雑な手法が納税者にわかりにくいなど、東京特有

の課題が生じているとしております。そこで、これらの課題を解決し、簡素で迅速に評

価でき、かつ、納税者に分かり易い評価方法を確立すべきと考え、大規模事業用建築物

の評価方法について検討することを目的に、「固定資産評価に関する検討会」が設置され

たとしております。 

それでは、続きまして、５ページ目をお開きください。ここから、第２章の新たな評

価方法の方向性等を記載してあります。まず、下のほう、片仮名のイのところで、新た

な評価方法のあり方といたしまして、委員の先生の意見といたしまして、大規模事業用

建築物の評価については、再建築価格方式の原則を崩すことなく、取得価額を参考にし

て再建築価格を求める方法について議論すべきであるという意見が出されたことを記載

してございます。 

では、続きまして、７ページ目をご覧ください。（３）の、片仮名のアのところですが、

新たな評価方法の一般的な合理性について記載してございます。ここでは、部分別評価

により求めた評価額と“等価”な値を求められる評価方法は、「適正な時価」を求める方

法として一般的な合理性があると考えまして、当検討会では、当該評価方法について検

討することとしたとしております。 

では、次の８ページ目をお開きください。そして中ほどですが、片仮名ウのところで

すけれど、取得価額等を参考に「再建築費評点数」を求める方法といたしまして、新築・

増築分家屋の評価は、取得価額等を参考に「再建築費評点数」に相当する点数を求める

こととし、それ以外の減点補正率等の適用や在来分家屋の評価は、現行の再建築価格方

式の算定方法を全て踏襲するとしております。 

そして、下のエのところですが、在来分家屋との間で評価方法が異なることの公平性

につきましては、地方税法は、在来分家屋の評価替えにおいては、逐一改正された評価

基準を当てはめて評価し直すことは予定していないと考えられることなどから、不公平

の問題にはならないとしております。 

続きまして、９ページ目ですが、片仮名のオのところですが、新たな評価方法の適用

を大規模事業用建築物に限定する場合の規模・用途が異なる家屋と評価方法が異なるこ

との公平性については、現行評点と“等価”な値を求められる方法であれば、不公平の

問題は生じないとしております。 

それでは、恐れ入りますが、１１ページ目をお開きください。ここから、第３章の新

たな評価方法の基本的な考え方等を記載してございます。まず、現行評点と“等価”な
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値を求められる方法としまして、「取得価額活用方式」及び「標準的工事原価方式」の二

つの方法につきまして、検討したとしております。このうち、「取得価額活用方式」につ

きましては、（１）アのところですが、「家屋の工事原価に調整率及び時点修正率を乗じ

た値を再建築費相当点数とする方式」と定義づけたとしております。 

続きまして、１２ページ目をお開きください。下のほうの片仮名のイ、（ア）のところ

ですが、「取得価額活用方式」の工事原価は、「再建築評点数」を構成する「資材費」及

び「労務費」に該当するものにするべきであると考えたとしております。 

そして、１５ページ目をお開きください。更に、「工事原価」の把握のために償却資産

に当たる資材・設備の工事費を除く必要があるとしております。 

次に、（２）の片仮名のアのところですが、「標準的工事原価方式」につきましては、「用

途や床面積等の要素から、標準的な工事原価を算出し、これに再建築費評点数と工事原

価の一般的な割合を示す定数を乗じ、再建築費相当点数とする方式」と定義づけたとし

ております。 

では、恐れ入りますが、１８ページ目をお開きください。ここから、第４章の家屋の

取得価額と再建築費評点数との関係に関する調査・分析を記載してございます。上から

四つ目のダイヤモンドのところですが、主な分析内容といたしまして、工事原価に対す

る再建築費評点数の割合等を分析しまして、先ほどの第３章の二つの評価方法について

調査・分析を行ったとしております。 

では、次に１９ページ目をご覧ください。（２）で、分析結果といたしまして、回帰分

析によらずに調整率を算出した場合と、回帰分析により調整率を算出した場合に分けて、

二つの評価方法の精度を検証いたしますと、回帰分析により調整率を算出したほうが精

度が高いため、回帰分析が有意であることが確認されたとしております。 

では、続きまして、２１ページ目をお開きください。下の（３）のところですが、た

だし、先ほどの二つの評価方法とも高い精度を有することがありますが、個々の家屋ご

とに見てみると、現行評点と新たな評価方法で算出した評点との間に、一定程度を超え

る乖離が生じる家屋もあるため、新たな評価方法で評価する家屋について、絞り込みが

必要であるとしております。 

続きまして、２２ページ目をお開きください。その絞り込みの方法といたしまして、

家屋の用途による絞込み措置、及び次のページの標準的工事原価を活用した絞込み措置

が考えられるとしております。 

そして、２３ページのところですが、標準的工事原価を活用した絞込みを行った場合

と、行わない場合とで精度検証、評点のバラつきの検証をした結果、絞込みを行ったほ

うが精度が高いため、絞込みが有意であることが確認できたとしております。 

では、次に、恐れ入りますが、２５ページ目をお開きください。ここから、第５章の

新たな評価方法の検討について記載してございます。ここで、先ほどの第４章の分析結

果等を踏まえまして、（１）乃至（３）の新たな評価方法について検討したとしておりま
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す。まず、（１）といたしまして、標準的工事原価を活用した絞り込みを行った上、「取

得価額活用方式」により評価する方法を記載してあります。次に、（２）で、同様の絞り

込みを行った上、「標準的工事原価方式」により評価する方法を記載してございます。 

次に、２６ページ目ですが、（３）で、標準的工事原価を活用した絞込み及び家屋の用

途による絞込みを行った上、「取得価額活用方式」又は「標準的工事原価方式」により評

価する方法を記載してあります。 

次に、２７ページ目をご覧いただければと思います。先ほどの（３）の方法によれば、

「家屋の用途による絞込み」を加える分、部分別評価により評価した価格と“等価”な

価格を算出する精度を高めることができるので、当検討会としては、（３）の方法で評価

するのが一つの有効な方法であると考えると、ここで一旦結論を書かせていただいてお

ります。 

ただし、下の（４）に記載させていただきましたが、先ほどの（３）の方法は、評価

対象を絞り込み過ぎると、新たな評価方法の適用対象が狭くなるというデメリットがあ

りますので、更に部分別評価で評価した価格と“等価”な価格を求める精度を高めると

ともに、適用対象を狭めることのない評価方法について検討したといたしまして、ここ

の（４）の部分別評価と新たな評価方法を併用する方法について記載させていただいて

おります。 

では、次の２８ページ目をお開きください。この併用する方法は、一棟全体を「新た

な評価方法」で評価するのではなく、「建築設備の部分」など、家屋の一部のみを「新た

な評価方法」で評価し、その他の部分を「部分別評価」で評価する方法としております。 

そして、恐れ入りますが、３０ページ目をお開きください。３０ページ下のほうです

が、この方法によれば、評価上、特に「困難で、長期間を要する」作業を簡素化できる

とともに、「部分別評価」で評価する部分が増加する分、より“等価”な価格を求める精

度を高められると記載させていただいております。 

ただ、この併用する方法につきましては、今回初めて提案させていただいた考え方で

すので、この検討会といたしまして、先ほどの（３）の方法と、この（４）の併用する

方法のどちらを優先して提案するかということなどにつきましては、後ほど先生方にご

議論いただければと考えております。 

では、続きまして、恐れ入りますが、３１ページ目をご覧ください。ここから、第６

章の新たな評価方法に関するその他の論点の検討を記載してございます。 

まず、（１）で、「取得価額活用方式」を採用する場合には、家屋と償却資産を区分す

る方法といたしまして、「工事原価」を把握する際に、家屋と償却資産を区分する必要が

あるが、納税者が、行政庁と同じ精度で区分するのは、相当の困難性があるため、行政

庁が関与して区分する必要があると考えたとしております。 

次に（２）ですが、複数の調整率を適用する方法といたしまして、「取得価額活用方式」

は、原則的に、評価基準等で調整率等が公表されるため、縦覧制度を通じて把握された
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価格から、当該調整率等を用いて工事原価を逆算されないよう、複数の調整率を用いる

方法を適用することが適当であるとしております。 

では、続きまして、３２ページをお開きください。次に、（３）といたしまして、申告

の主体として、「取得価額活用方式」を採用し、納税者に工事原価の申告を求める場合に

は、建築図書類を保有・管理する建築工事の注文者等に申告義務等を課するため、家屋

の最初の使用時の所有者に申告を求めてはどうかと考えたとしております。 

では、続きまして、３３ページをご覧ください。（４）で「工事原価」の時点といたし

まして、工事原価の物価水準の時点を評価基準上の標準評点数の物価水準の時点に時点

修正する場合には、工事原価の時点は、“建築工事の発注時点”ではなく、“家屋の完成

時点”と捉えるべきであるとしております。 

続きまして、恐れ入りますが、３５ページ目をお開きください。（５）で、新たな評価

方法で評価する家屋の範囲を記載しております。 

では、恐れ入りますが、３７ページ目をお開きください。その下のほうですが、制度

設計上の必要性から、“用途”又は“規模”により評価対象家屋を限定する必要はないた

め、制度を運用する自治体が選択する仕組みにすることも考えられるとしております。 

では、次に、３８ページ目をお開きください。（６）でメンテナンス等の課題といたし

まして、新たな評価方法を採用する場合にも、回帰式等のメンテナンスを行うため、年

間１０棟程度は部分別評価を行い、再建築費評点数を算出する必要が生じるとしており

ます。 

では、最後に、３９ページ目をご覧ください。第７章といたしまして、まとめを記載

してあります。まず、新たな評価方法は、家屋の「適正な時価」を求める方法として有

効に機能するということができるが、ある程度の数、部分別評価により評価した価格と、

乖離した価格で評価される家屋が生じることは否定できないとしております。そして、

これらの課題を克服するため、更に、次の方法等により、部分別評価により求めた価格

と“等価”な価格を求める精度を上げる余地があるとしております。一つは、家屋の“特

殊な用途”の範囲を特定する研究を深めるとともに、統計的な手法を駆使するなどして、

更なる絞込み措置の方法を考察すること。もう一つは、建築設備など、特に「評価が困

難で、長期間を要する」部分のみを新たな評価方法で評価し、その他の部分を部分別評

価で評価する方法の検討を進めることであるとしております。 

最後に、４０ページですが、新たな評価方法は、「適正な時価」を求める方法として、

十分に可能性があるため、これらの方法等も含め、更に詳細な制度設計に取り組むべき

であるとしております。 

事務局からの報告書（案）の説明は以上となります。 

【座長】ありがとうございました。 

ただいまのご説明に関して、何かご質問等がありましたらお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。 
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最初に、ちょっと細かいところだけ、１点だけ。４ページのグラフがありますけど、

これは、報告書はカラーで出るんでしょうか、モノクロでしょうか。仮にモノクロだと

すると、これ、ちょっとよくわからないので、もう少しわかりやすい表現にしていただ

いたほうがいいかと思いますが。 

別に本質的な問題ではございませんので、はい。 

【審査申出担当課長】はい。ただいまのご質問ですが、公表する際には、わかりやすい

ようにカラーで出させていただきたいと考えております。 

【座長】じゃあ、よろしくお願いします。 

これは瑣末な話でございましたけども、ご意見ございますか。いかがでしょうか。 

【○○委員】報告書の取りまとめ、お疲れさまでした。3 点ほど質問させていただきま

す。 

まず、気になったのが３ページ目です。３ページ目の最後の「そこで」のところなん

ですが、「これらの課題を解決し、簡素で迅速に評価でき、かつ、納税者に分かり易い評

価方法を確立すべきと考え、都として新たな評価方法を国に提言するため」のところな

んですけれども、ちょっと気になっているのが「新たな」という言葉の使い方なんです

が、抜本的に何か新しいことが出てくるんじゃないかと思う方もいらっしゃると思いま

すし、変更・修正ととらえる方もいらっしゃると思います。この検討会では、修正・変

更の意味を指していると思いますが、都民が読んだときに、わかりやすいような表記の

ほうがよろしいのかなと思いました。 

あと、２点目ですが、４章の新たな評価方法の分析のところで、回帰分析をなさって

いたわけですが、その後に、新たな評価方法の検討として（１）、（２）、折衷案の（３）

があって、（３）がいいのではないかと絞った上で（４）という流れになっています。そ

のロジックがわかりにくいので、どういう手順を踏んだかというロジックの一覧表みた

いものを、整理して載せられたら、もっと理解をしやすくなるような気がいたしました。 

それから、３７ページなんですけど、このように分析してきて、いろいろな可能性が

見えたということなんだろうと思うんですが、３７ページの「このため、制度を運用す

る自治体が選択する仕組みにすることも考えられる」という文章ですが、公平性の部分

はどうなってくるのかという話も出てくるかと思うので、このように、はっきりと書い

ていいのかなというのが 3 点目です。 

以上です。 

【座長】はい。今のご意見に対して何かございますか、事務局から。 

ちょっと、私のほうで先にちょっと、最後におっしゃった、その公平性の問題ですけ

れども、これは、前段のほうで新しい、まあ新しいと言っていいかどうか、ちょっとあ

れですけど、今回考えている方法でやっても、その公平性は損なわれないということは

一応論じていますので、それで担保されているというふうに。 

という前提で、前提で考えるというふうなロジックになっていると私は思っておりま
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すが。 

【○○委員】なるほど。じゃあ……。すみません、そうだとすると、ちょっとここも書

き加えたほうがいいのかもしれないです。 

【座長】ちょっと言葉が足りないのかもしれないですね。ですから、公平性は、もうあ

らかじめ確保されているという前提で考えると。ただ、これは我々が言っている話なの

でね。 

【○○委員】そうですよね。 

【座長】本当にそうかという議論は、また別途していただかなきゃいけない話なので、

あくまでもこの報告書の中では、前段で公平性は保たれていると我々は考えると。その

ことを前提にすれば、選択制ということもあり得るんじゃないかというぐらいの話に書

いておけば、余り紛れることはないだろうというふうに思います。 

【副座長】一言つけ加えてよろしいですか。 

【座長】はい。 

【副座長】座長のおっしゃったとおりだと思います。たとえば、比準方式をどのタイプ

の建物に適用するかというようなことは、市町村が決めていますよね。それと同じだと

いうことだと思います。比準方式と部分別評価は“等価”であると、どっちを使っても

不公平はないから、したがって、その区市町村のそれぞれの具体的な事情に応じて、ど

っちを使ってもいいんだという。そういう前提で書いてあると思うので、確かに、少し

説明を加えてくだされば、○○委員のおっしゃるようなことがはっきりすると思います。 

【○○委員】ありがとうございます。 

【座長】今ちょっと思いついたんですけれども、評価の仕方には、基本的に言うと、そ

の部分別に積み上げていく本来のやり方と、比準方式というやり方がありますよね。ち

ょっとほかにも方法があるのかどうか知りませんけれども、もし、その二つが主流で、

二つを使っているとすれば、これは第３の方式というやり方、言い方ができると思うん

ですね。「新たな」というふうに言っちゃうと。ちょっと、さっきのおっしゃっているよ

うなことが出てくる可能性も、私もあると思うんで。本来の方式と比準方式に次ぐ第３

の方式を検討したというふうに言うと、そんなに紛れないんじゃないかなという気はし

ます。ちょっと文言のことですけども、ちょっとご提案ということで。 

分析内容の一覧みたいなことは、もし可能であれば、まとめていただければと思いま

す。分析していただいたほうの業者さんと、ちょっと相談していただければいいんじゃ

ないかと思いますけども、事務局でまとめていただいても結構です。それは、ちょっと

お願いしておきます。 

ほかに何か、はい。 

【副座長】ちょっとよろしいですか、座長にご提案ということになるのかもしれません

が、５の（１）、（２）、（３）では、１回、（３）で検討会としての結論が出た上で、（４）

という新しい考え方が示されるというこの報告書案の成り立ちは、必ずしも望ましいわ
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けではないと思うので、この（４）について、少し時間がいただけるなら議論をした上

で、（４）まで議論して、まとめの（５）で、（３）の方法と（４）の方法が両方あり得

るというふうにつくったほうが、最後の結論部分とも見合うと思うのですが、いかがで

しょうか。 

【座長】私もこれ、おさまり悪いなというふうに思っているんですが、実は、前回の会

議が終わってからかな、終わるときぐらいに、何かこういうこともあるんじゃないかと

いうのを、ちょっとごちゃごちゃと話をしていて、ちょっとやってみましょうかという

ことになったんですね。ですから、この検討会で全く議論してない話なので、どうした

ものかというので、事務局がちょっと遠慮して、こういう形でお出しになっているんで

すけれども、今日、きちんと議論できて、皆さんに納得いただけるようであれば案とし

てお出しするということで、報告書にも、こんな形じゃなくて、もう少しきちっとした

形で載せるということはできると思うんで、今、ご提案いただいたことをちょっと議論

したいというふうに存じますけど、よろしいでしょうかね。 

ちょっとその辺の経緯を、じゃあ事務局のほうから簡単に説明していただいて、ちょ

っと議論に入りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【資産税部長】今、お話しいただいたとおりの経過なのでございますけども、（３）の方

式まで、前回までの検討会でご議論いただいた後、一定の絞り込みをすることによって

精度を確保できれば、一つの方式として実効性が出てくるんじゃないかというようなと

ころまで、ご議論いただいたわけですけれども、ただ、考えてまいりますと、絞り込み

をして精度を上げれば上げるほど、結果として絞り込まれるわけですから、この方式に

よって評価できる対象の家屋というのが限定されてしまうという、トレードオフ関係が

成立してしまうということで、何とか、ある程度、幅広いターゲットに対して適用でき

る、かつ、精度の高い方法というときに、家屋を部分別に見ていくと、部分ごとに分析

をするということも今回の分析の中で、一定程度やってきておりましたので。 

そうすると、部分ごとに見ると非常に資材数も多く、作業量としても非常に大きい部

分であるにもかかわらず、価格に占める割合ではそれほど高くないといった部分があり、

一方では、価格に占める割合は非常に大きいんだけれども、資材数がそんなに多岐にわ

たるわけではないといった部分があるということから考えれば、そこを切り分けて、従

来の方式と新しい方式を併用するということも考えられるんじゃないかということで、

一定の分析を、簡易な分析ではありますけれども、既存の分析結果を流用する形で十分

な検証ではありませんでしたけれども、前回の検討会以降、事務局のほうで分析をさせ

ていただき、分析の結果としては、ある程度、可能性はあるのかなということでしたけ

れども。今、座長、副座長からもお話いただきましたとおり、これまで議論をいただい

ていなかったところでございましたので、これがいいんだというふうに報告書にいきな

り書くわけにもいかない。報告書（案）としては、させていただくわけにもいかないな

ということで、とりあえずこのような形で書かせていただき、今日ご議論いただければ
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ということで、準備をさせていただいたということでございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

【座長】はい。設備に関しては、従来からも１個１個数えるんじゃなくて、平米あたり

幾らぐらいという、総合評価方式というやり方がありますので、それに準じたようなや

り方であるというふうに考えれば、余り従前のやり方と飛躍するということもないのか

なというふうに、私はちょっと思っているところなんですけども、いかがでしょうかね。

何かご意見いただければ。 

【副座長】はい。よろしいですか。そもそもが、評価事務の簡素化・効率化ということ

を目指して検討していると考えております。そこで、この絞り込みをすればするほど精

度は上がるが、新方式、あるいは第３方式の対象となる部分が減るというトレードオフ

だということを、部長がご紹介になって、全くそのとおりであります。 

そこでイメージなんですが、１棟ずつの建物が何百棟も建っているというところを考

えて、その左右の端にある標準でないものを丸々外すというのが（１）から（３）の、

特に（３）の発想だと思うんですね。それに対して、１棟を縦に考えて、例えば上３割

部分ぐらいを除くことによって、新しい評価対象となる部分が減るという画を描いてい

らっしゃるのがこっちだというように理解をしています。 

そう考えると、２８ページに書いておられるように、評価に要する作業量の全体の６

割程度を簡素化の対象にできる。つまり、特殊な用途のものを除いた、さらに残りの６

割、特殊な用途で何割除かれるかわかりませんが、仮に１割除かれるとすると、今まで

から考えれば６×９＝５４％が減ると。あるいは新方式の対象になるという、そういう

イメージを描くことになると思います。 

そうだとすると、この新方式、第３方式の対象として（３）のような絞込みをしたと

きに外れるものというのが何％ぐらいというイメージをするのか、それに対して、全体

の６割にかかわる部分を簡素化するんだという（４）の方式が、どういうふうに有意か

ということをうまく示せると、この報告書の説得力が増すだろうというように考えてお

ります。 

最後の検討事項も、「なお」と、３０ページの下から２行目の「調査・分析を深めるこ

とが必要である」の中で、やっぱり事務量の減少の程度についても、調査・検討を深め

る必要があると。まさにやろうとしているのはそこが出発点ですから、この方法で、そ

のトレードオフがどれだけとけるのかということを書き込めればいいなというように考

えております。 

【座長】はい。今おっしゃったことは、説得性を上げるという意味では、私は大事なこ

とだというふうに思うんですが、ただ、都として使っているデータの範囲内でしか言え

ない話なので、これは、その限界はあるということで、そこはちゃんと書いておく必要

があると思うんですね。一般的にこうなるはずだ、みたいな話ではなくて、今回、試算

してみた結果ではこういうことであるという。恐らく外したデータの数と、何かその辺
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のことで簡単に計算できる話なので、それは少しつけ加えておいていただければいいか

なというふうに思います。 

今の（４）のところの設備を取り出して新しい方式、第３方式を適用するという考え

方ですけど、これについて、○○さん、何か。 

【○○委員】今、○○先生のお話を聞いていたら、実は、取得価額方式とは全く、ちょ

っと違うような話かなと、今までは、その取得価額を活用すれば何とか。実は、その設

備とか仕上げとかというのは、実は、今回、対象としていた話と、またちょっと違うん

ではないかなということがあって、特に建築設備の中でも、今、○○先生が言われたよ

うな建築設備の中でも、その評価基準そのもの自体も総合評点方式をとっているやつも

あるんですけど。実は、エレベーターとかそういうようなものについては、総合評点み

たいなものは、なじまないみたいなところはあるので、この建築設備の範囲とか仕上げ

の工事というのは、ちょっと範囲が広過ぎるので、この辺はどういうイメージで持って

いるかというのに大分よってくるんじゃないかなという気がしていますので、ちょっと

異次元の話で。 

先ほどの○○さんも言われましたけど、この辺の報告書（３）でまとめて、いろんな

やり方が、実は取得価額活用方式でもありますねと。そこには、その建築設備のやり方、

仕上げのやり方、それから、先ほども出ましたけど、時点修正の話とか、それから、い

ろんなその考え方が、今の比準評価と同じように。比準評価というのも一本でなくて、

先ほど佐藤先生が言われたように、あるものから比準するときに、どういう要因で、そ

の地域に応じて選んで、標準的な家屋に対してやっていくかという方式なんで、この辺

は、どちらかというと取得価額活用方式という議論をしていた中で、実は、それをどう

活用するかという、やり方の話になってくるんじゃないかなという気が今したんですけ

ど。 

だから、いきなりここで、その拙速にそれがどうだという話ではなくて、その取得価

額活用方式で調整率を出すときに、一つの方法として、そういうようなやり方も事務量

の軽減としてあるというような話になってくるんじゃないかなという気がしています。 

【座長】この検討会そのものの位置づけみたいな話とも絡むと思うんですけど、我々と

しては、一応、総務省に対して提案申し上げるというスタンスだろうと思うんですね。

この方式がいいよと言って、これを採用しろというつもりはなくて、恐らく、多分です、

これからの流れとしては、東京都から総務省に、こういうことを検討しましたという報

告が行って、総務省はそれを受けてどうするかと。やっぱり、そんなのだめだと却下さ

れるかもしれないし、いや、そういう可能性があるんだったら、総務省のほうでも検討

してみようという話になるかもしれないし。そこは、まあ総務省のご判断だろうと思う

んですね。 

だから、ここで、その評価方式を決定するわけではないので、可能性を示すだけで、

私は十分だろうというふうに思っています。ですから、やってやれないことはなさそう
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だということを申し上げると。その先、どういうやり方があるかというのは、やっぱり

おっしゃるとおりで、いろんなやり方が多分あると思うし、それを、じゃあ、どの方式

にするかというのも、これもやっぱり地方税法のマター、地方税法の中で規定される話

なので、これも我々が決める話でもないというふうに思うんですね。ただ、可能性とし

ていろいろある。例えば、三つか四つか方法を検討してみて、可能性がありそうだと思

いますということは申し上げるんだけど、どれがいいかは、まあ別途やっぱり総務省の

ほうで判断されるということになるんだろうというふうに理解しています。 

ですから、報告書としては、可能性を挙げておけば、それでよろしいかと思うし。今、

○○さんのご意見を踏まえて考えれば、例えば、もうちょっと書きぶりを、トーンを落

として、今回、検討会の中では十分に検討しなかったけども。例えば、その部分別と、

それから新方式を講じる部分というかな。部分ごとに、その評価方式を変えて、取得価

額方式を活用する方法も「あると考えられる」ぐらいにとどめておいて、特に、きちん

と検討はしていないけど、そんなことも考えてみてもいいんじゃないかぐらいの書きぶ

りであれば、これは後で検証すればいいという話になるので、一つ落としどころかなと

いう気もします。 

ちょっと、その辺に関して、ほかにご意見がございましたら、はい、お願いします。 

【○○委員】これは、○○さんがさっき言ったんですが。これ、確かに作業量は６０％

ということで、大変な節約・効率化できると思うんですけれども、ただ、１棟全体に占

める工事原価に対する比率は３０％ですよね。ということで、そもそも最初スタートし

た取得原価方式から、遠ざかってしまう気がするんですよね。それと、今、固定資産評

価基準の中に再建築費評点基準表の補正というのがありますよね。その中に、取得価格

等を参考に部分別評価の所要の補正ができるということがあるんです。どうも原価の占

める比率からすると、その延長線上にあるのかなと。評価基準の所要の補正の見直しと

いうようなイメージかなというふうに、むしろ感じてしまいます。 

【座長】いかがでしょうか。今、幾つかご意見が出たんですけど、何か事務局のほうで。 

【資産税部長】ご指摘のとおり、所要の補正ができるというふうな規定がそもそも評価

基準の中にありまして、都で設定をしているものなどが部分的にあるんですけれども、

恐らく、意図としては地域の実情に応じてと。全国的には余り一般的とまでは言えない

けれども、地域によって特殊なものがあれば、それをそれぞれに設定してというような

趣旨だと思うんですけれども、なかなか、要は、実際には地域によって、特殊というよ

りも、そもそも基準の中で設定されていないものについて、どうしても設定すべき必要

性をそれぞれ感じて、設定をしているということのほうが多いのかなというふうに思う

んですけれども。 

そうしたときに、国でなかなか定められないものを自治体で評点数を定めるというこ

とは相当にやはり困難があるわけで、それを、どう、じゃあ調査して決めればいいかと

いうような決め方のノウハウもなかなか実際には自治体にはないわけでございます。そ
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ういう中で、一定の調査をした上で設定しているものというのが非常に限定されている

というのが我々の実感している実情という部分があります。 

そういうことで、例えば、ここで一つの、例えば設備だけをこういうやり方でやると

いうのはあり得るというようなことで結論が出れば、確かに、お話としては、その部分

だけならば、所要の補正の範囲じゃないかということも考えられますけれども。そうい

うやり方で所要の補正をするということが、ある程度オーソライズをされれば、そうい

うことで自治体独自にやるという可能性もあるのかなというふうには、今、伺っていて

考えたところではございます。 

【座長】これは、結局は（４）の扱いをここに入れるか入れないかという話にかかわっ

てくると思うんですけど、仮に、今、おっしゃったように補正の範囲でということにな

るとすれば、それは、わざわざここで検討するまでもないという結論になるわけですよ

ね。だから、どうしますかね。○○さんはちょっと違和感があるとおっしゃっています

し、○○さんも少し違和感ありみたいなことをおっしゃっているので、（４）に関して

は、これ、ちょっと流れの中で、我々の思いつき的なところがあるので、検討の対象に

したというのには、ちょっと当たらないかなと。やっぱり従来のやり方の、ちょっと修

正でやれるんだということになれば、わざわざ総務省に申し上げる必要もないのかもし

れないし。 

【副座長】すみません。ちょっと、よろしいですか。 

【座長】はい、すみません。 

【副座長】２先生のご意見には、私はちょっと賛成できなくて、座長の「可能性として

上げておく案」のほうに賛成をしたいと思います。というのは、我々のミッションとし

て見つけなきゃいけないものの条件は、第一に「適正な時価」の範囲内であること。つ

まり再建築価格評点数と呼べるもの、ここでいうと“等価”であると論理的に言えるこ

と。第二に、評価の事務量が有意に減少することと。そして第三に、「精度」という言

葉を使っておられますが、ばらつきというか、これが当てはまらないものというのがで

きるだけ少なくなることの三つです。 

この方式は先ほど申し上げたように縦横の切り方が違うだけで、対象とする部分を１

棟ごとに外していくという（３）に比べて、対象を増やしながらも作業量のほうを横で

切っていくという発想ですから、可能性として、今申し上げた三つの要素を満たす方法

としての可能性はあると思うんですね。 

なので、（３）の切り方、私は縦切りと呼んでいますが、と、それから（４）の作業

内容というか評価対象で切っていくというものは、縦横の関係だから、両方、可能性と

してはあり得ると。それが、後者の方法が現行の枠内で可能であるとしても、実際には

できないというか難しいということが事実であれば、提言しておくことには大きな意味

があると私は考えます。 

【座長】応援演説をいただいた感じがするんですが。ちょっとその辺の事情も含めて、
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記載すれば、誤解はないかなというふうに思うんですね。（４）に関しては、今まで検

討してきた（３）までとは方向が違うんだけども、今、先生がおっしゃっていただいた

ように、本来の目的からすると、作業量の多い部分を切り離して、新しい方式を適用す

るという可能性は非常に考えられるんではないかということを書いておいて、試算とし

ては、このくらい作業量が減りそうだというようなことを書いて、併記するというのは、

ありかなと思うんですね。 

今日、議論をいろいろしていただいているので、全く検討会は知らんという話ではな

いことになっていますので。その視点が違うということですね。（３）までとは、かな

り視点が違う。だけど有効な方法としては考え得るということで、（３）で、一応、結

論を出して（４）をぱっと出している意味は、検討の方向が今までと違うので、切り分

けて書きましたというようなニュアンスでまとめていただければ、そんなに違和感なし

にいけるかなという気もします。全部外しちゃうというのも、ちょっと、何かもったい

ないという気もする。 

はい、すみません。 

【○○委員】私も同感です。最初にコメントを申し上げたのはこの報告書の援護射撃と

いうか、賛成派ということで話をさせていただいてきたのですが、ロジックを整理した

方がいいのでは申したのは、本文を読むと唐突過ぎる印象を受けたからです。（４）を

つけ加えたというのをはっきりさせた方がいいと思います。さらに、○○先生がおっし

ゃった事務量の減少のシミュレーションみたいなものは、出されておいたほうが起承転

結がしっかりするのではないかと思います。もともとの検討会の目的が「簡素で迅速に

評価でき」ですから、そこと合致するストーリーにはなるのではないかと思うので、ス

トーリーの追求、起承転結の追求というのは、なさったほうがいいような気がします。

全体を通して、書き込みをもう少しされたほうがいいと思います。つなぎが唐突過ぎる

ような感じがしますので、そこを埋めていただいたら、都民が読んでもおわかりいただ

けるのではないかと思います。 

【座長】事務局、何かございますか。 

【資産税部長】はい。大変ありがとうございます。非常に、これまでにいただいたご議

論に加えたということもありまして、ぶつ切れのような状態に今、載せてありますので、

今日、ご議論いただいた点を踏まえて、しっかりとつながるような内容に訂正して、ま

た調整させていただいた上で、いいものに仕上がるように私どものほうで努力をさせて

いただければというふうに思います。 

【座長】じゃあ、はい。どうぞ。 

【○○委員】ちょっと質問なんですけれども、３０ページのところに現行評点の点数差

が±１５％、従来のもそうでしたよね、１５％の範囲。これ、仮に１０％といった場合

に、かなり打率はよく、どのぐらいになるんでしょうかね。１０％の範囲におさまると

いったような場合には。 
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【座長】多分、１０％におさめるには、どのくらい絞り込まなきゃいかんかという、そ

ういうご質問だと思うんですけど。 

【○○委員】そうですね。 

【座長】それはシミュレーションしていましたっけ。何か見れば、わかるのかな。 

【資産税部長】はい。シミュレーションはしておりますので、１０％の範囲におさまる

のは、どのくらいということになれば数字は出ますけれども、ここに書いてある棟数よ

りも、ぐっとおさまる数は減ってくるということになります。 

【○○委員】それと、同じところのページなんですけれども、範囲に収まる棟数は、全

体の約８５％と、それから全体の７３％になっています。これ、今回のは８５％に対し

て８０％ということで、+５％、それだけ集約率が高まったと。下のは、逆に、前回は

７６％です。そうすると、今回７３％ということで、集約が狭まっちゃうというか。こ

の辺の数字は、どう理解するのでしょうか。 

【資産税部長】１方式と２方式、取得価額活用方式と標準的工事原価方式、それぞれで

見ますと、前者のほうでは全体の８５％が１５％の範囲に入る、後者のほうは７３％し

かといいますか、若干落ちるということを書いておりますが。 

【○○委員】それは、前の方式ですと、８０％と７６％でした。前回のマトリックスに

よれば。 

【座長】絞り込んだ後のと、絞り込む前との違い。そこを言っているんですね。５のと

ころで（１）、２５ページに書いてあるのは、（１）のところで１５％になったのが８

０％というふうに書いていますね。それから、（２）のところで、２６ページの上のほ

うで、やってみたら７６％でしたと書いてあって、（３）で、さらに絞り込んだらとい

うときには、これは何も書いていないのかな。特に書いていないけども、もう少し精度

は上がるというふうに書いておられるんですね。具体的に何棟というのは書いていない

ですね。（４）でやってみたら、２９ページと３０ページに二つ方法があって、建築設

備の部分だけ新方式でやれば９６％と９４％が１５％におさまったと。さらに、建築設

備と仕上げまで含めて、やってみた結果は、３０ページの今、○○さんが指摘された数

値になる、そういうふうな理解ですか。 

とすると、ちょっと僕も十分読んでいなかったんですけども、ここのアとイでいうと

アのほうがいいということですか。仕上げまで入れちゃうと、かえってばらつきが大き

くなるよと、そういうことと理解してよろしいですか。 

【資産税部長】はい。それはもう仕上げまで含めると全体に占める価格の割合がより高

くなりますので、より広い範囲についていわゆる新方式を適用して、従来の部分別評価

で評価する部分は逆に狭くなりますので、部分別評価で全体を求めた価格からは若干遠

くなる可能性が高くなるということに当然なるわけです。 

違いは、今、座長からお話しいただいたとおり、（１）の方法では、絞り込みをして、

絞り込みをした後の家屋のうちの８０％が±１５の範囲に入る。最後にやった（４）の
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方式の場合には、お話しのように、仕上げまで含めても、これは絞り込みをしないで、

いきなり最初の家屋のうちの８５％が１５％の範囲に入るということですので、精度と

しては格段に高まる。当然なんですけども、ほとんどの部分を従来の部分別評価でやる

わけですから当然ではあるんですけれども、精度といいますか、従来の価格と同じ価格

になる可能性というのは格段に高まるということはございます。ということを申し上げ

る、ここで。ちょっとわかりづらい部分があるので、マトリックスにするというのは、

おっしゃるとおりだとは思うんですけれども、そういうような比較をしているところで

す。 

【座長】私も、やっとわかってきた。ご理解いただけましたでしょうか。そうですよね。 

【○○委員】アのほうは、建築設備方式でやると、さらに精度が高くなると。この数字

は、はっきりしている。ところが、もう一つのほうは、逆に絞り込みが悪くなる。７６

が７３になると。 

【副座長】いや、それは比べられないんですよ。２６ページのところを７６％とおっし

ゃるのは、絞り込んだ対象家屋の７６％ですから３４０棟が対象。それに対して、こっ

ちは５４０に対して８５％ですから。一概に悪くなったとか、よくなったとか、これは

言えないわけです。 

【○○委員】言えないんですか。 

【副座長】はい。対象が違うから。 

【座長】だから、本当に比較するとすれば、もともと５４０でしたっけ。その５４０に

対して、何棟が±１５におさまったかという比較をしないと、本当はいけないんで。だ

から、その辺、一覧にしていただければいいんだと思うんですよ。１の方式では５４０

のうち最初に何棟外して、さらに、その分析結果から見たときに１５％におさまるのは

何棟でしたというような比較をすれば、精度は一目瞭然で比較できると思いますので。

今のは、ちょっと読み切れないというか。 

【○○委員】はい、すみません。 

【座長】書いている方はわかるんだけど、我々読む側は一遍に理解できないという、そ

ういう状況なので、それはわかるようにしていただければよろしいかと思います。 

【副座長】ちょっとだけ、いいですか。 

【座長】はい、どうぞ。 

【副座長】事務局に質問があります。先ほどの事務量の減少との関係で、２８ページの

①建築設備の部分については評価に関する作業量が全体の６割程度と書いてくださって

いますが、仕上げ工事の部分については、特にそういう定量的な言葉はなくて、困難で

長期間を要するとだけありますので、これがアとイの評価にもつながるため、②につい

ても何か手がかりになるような数値があれば、ぜひ教えていただきたい。あるいは次の

案でお示しいただきたいと思います。 

【資産税部長】設備の作業量に占める割合というのは、過去に自治体アンケートなども
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とって、一応、その根拠数字がありましたので、６割程度を占めるということを書かせ

ていただいているんですが、仕上げまで含めると、これは結局、建物によっても違うわ

けで。なかなか、ざっくりとした数字を出すわけにもいかず、相当、作業量に占める割

合は当然、大きくはなるんですけども、確固とした根拠となる数字が今のところござい

ませんので、ちょっと今のところ書き込めていないというところでございます。 

【副座長】わかりました。ありがとうございます。 

【座長】感覚的でもいいと思うんですけど、私は評価実務をやったことがないので、仕

上げにかかる時間と、ほかの躯体とか、その辺にかかる時間の感覚的な比率ってどのく

らいなるか。これは、○○さんのほうがお詳しいかな。実際に作業されている方の時間

を、ちょっと。例えば、半分以上を占めるとかね。恐らく、実際やってみると、躯体だ

って、大したことないと思うので。○○さん、いかがですかね、その辺。やっぱり仕上

げの評価って大変かなと思うんだけど。 

【○○委員】今の設備の６割というのは、多分、先日から話が出ている。例えば照明設

備とかコンセントの数とか、１個１個数えなきゃいけないという部分について、かなり

計上されている嫌いがある。 

仕上げも、例えば単調なものであれば。一番最初、第１回で話したように、単調な、

例えば全部マンションであれば、各フロアごとに、それほど仕上げの材料は変わらない。

複合用途になってくると、実は、住宅と非住宅でいけば仕上げが変わってくるんで。そ

ういう意味では、それほど仕上げについては。仕上げの中に建具を入れると、結構、大

変なんですけど。要は、何が大変かというと、建具と、実は、建築設備の中でもエレベ

ーターを１個計上するのは簡単なんだけど、建築設備の中でも照明設備とか電灯、コン

セントとか、それから給水・配水とか、そちらは配置関係があるものなので。 

ちょっと私、個人的には、これは評価基準そのものの問題点なんじゃないかなという。

だから、先ほどの○○先生とは逆なんですけど、これは評価基準そのものを所管してい

るところで頑張れよという内容なんじゃないかなという、こういうような意見は出てい

るよと。 

それが難しければ、取得価額方式みたいな話もあるんだけど。実は、そもそも取得価

額方式をやっちゃいけないよと言っているのは、建築費を参考にやっていると、○○先

生がほかの回で言われたように、いわゆる親子関係とか、非常に発注者と受託者が密接

に結びついているような話があるので、これは課税の公平に資することがない。今回の

場合、１万平米以上で分析されているので、何か、この辺で取得価額活用方式そのもの

自体を。我々は、１万平米以上であれば発注者と受注者の関係とか、特別な関係がない

ので、何とか使えるんじゃないかという視点で検討してきたんだけど。実は、個々にな

ってくると、先ほど○○先生が言われた横切りみたいな話になってくると、これは横切

りが全部、あらゆるところに出てきて、そもそも再建築価額方式じゃなくて取得価額方

式で全体を評価しちゃっていいんだよというような議論になるんじゃないかなというこ
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とが、私、ちょっと懸念されていて。やり方としては、こういうのもありますよという

のを書くのはいいんですけど、書き方としては、ちょっとトーンダウンしていただきた

いなというような個人的な意見です。 

作業量としては、○○先生のご質問の建築設備の６割程度というのは、実は、配置と

いう部分が。そもそも、ほかの委員会でも、その辺は何とかなるんじゃないかというよ

うな意見もありましたけど、実は、縦配管とか、そういう部分がかなり計算しなきゃい

けない、図面から１個１個拾わなきゃいけない。照明器具は全部で何カ所あります、コ

ンセント、スイッチが何カ所ありますというのを図面から１個１個拾うような形になっ

ているんで、これが結構、非常に難しいんじゃないかと。ほかの委員会では、用途を特

定すれば、用途も例えば住宅という話じゃなくて、高齢者施設とか、そういうようなこ

とで用途を特定すれば、この辺は打開できるんではないかというような議論もあるので、

ちょっと、この辺はトーンダウンしたほうがいいんじゃないかというのが個人的な意見

です。 

【座長】さっき総合評価方式みたいなものがあると申し上げたんですけども、その問題

みたいなものも実はあるということを議論はしていまして、評価基準そのものを、やっ

ぱり、もう一回、検討すべきだよねというのは言っているんですね。ただ、その話をこ

こに持ってきてしまうと、またちょっと違うかもしれないので。（４）は（４）で現行

の評価基準の範囲内というか、どう書けばいいか、ちょっとわからないんですけど。 

評価基準を見直せば、解決しちゃう話なのかもしれないというのが、○○さんのお話

ですよね。それと、我々のスタンスは大規模な建物に限定するということは、最初から

言っていますので、それはほかのもっと小規模な建物に全部いっちゃうということは、

多分ないということは言っていいと思うんですけど、取得価額を活用して、設備を総合

的に評価するというようなやり方もあり得るということなんですが、それは、場合によ

っては評価基準を見直せば、そういうことをしなくてもやれる可能性もあるということ

ですよね。要は、そういうことですよね。別に、こんな方式を入れなくても、評価基準

を直せばいいんじゃないかというのが○○さんのご意見なんですね。 

ですから、ただ評価基準そのものの問題点をあげつらうのも、ちょっと本意ではない

というところがあるので、可能性として、こういうことも考えられて、これで、やって

みたら非常に事務効率は高くなるということがわかったということは、僕は書いておい

ていいと思うんですよね。それで、具体的にどうするかというのは、もう、それこそ総

務省のほうで、いや、こんなことを入れるんだったら、評価基準を変えたほうがいいと

いうことであれば、そういうふうに動かれるし。それは、いろんな場面でいろんなお話

ができると思うんで、こちらの真意は伝わるというふうに思いますので、一応、いろん

なご懸念はあるんですけれども、入れておけばいいのかなというふうには思います。 

皆さん、ご心配されていることもありますので、それはごもっともなので、その辺は

きちんと書いていただいて、つけ加えると。（３）までとは、ちょっと考え方が違うと
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いうこともはっきり言っていただいて、つけ加えるという方向でいかがでしょうかとい

うことですけど、よろしいでしょうか。 

それじゃあ、４番目の方式に関しては、そういうことで、事務局のほうで、また文章

をつくっていただいて、これを委員の皆様にご確認いただくという手続をしていただけ

ればと思います。（４）に関しては、そういうことで。 

じゃあ、ほかの点に関して。何か。 

【○○委員】はい。（４）と全く絡まないわけでもないんですけれども、７ページ、８

ページのあたりに、全体のロジックのキーワードとして、“等価”というのが出てくる

と思うんです。それは、恐らく、従来の枠組みを使って、それと同等の値というような

ものを求める方式ということで、新たな評価方法というものを、これは探っていくんだ

ということになろうかと思います。そして、その“等価”というのは、一定の幅がある

んだということが前提とされていて、いろんな方式をとって、それが±１５％という枠

内にあるのでというような流れになっているということで。まず、そこは事務局のほう

でよろしいでしょうか。確認、お願いします。 

【資産税部長】はい。お話しのとおりでございます。 

【○○委員】そうすると、±１５というところの、その幅というものが、いわゆる“等

価”というふうに言ってしまっていいのかなという気がちょっとしておりまして。“等

価”ということですと、限りなく近いというイメージがあります。ですが、そのあたり

はどのように考えるべきでしょうか。 

【副座長】“等価”という、クォート・アンクォートの等価という書き方については、

私が発案しているので、少し説明をさせていただくと、数字としてイコールだという意

味ではなくて、再建築費評点数として位置づけることができるという、論理のレベルな

んですね。論理のレベルとして、このやり方による評価額が、ここでは部分別評価と論

理的に同じだということを示しているだけであって、それが幾らになるかということ、

つまり、実際にやってみたときに部分別評価とずれがないということは、全然意味して

いないんですね。なので、後でばらつきの検証をするということになるわけです。 

例えば、部分別評価と比準評価というのは等価ですよね。だからといって、その二つ

が一致するという保証は何もないわけですから、論理的に見て、同じという説明が、ロ

ジックが立つかというのが“等価”のレベルの議論です。実際にやってみると、例えば

取得価額については７割ぐらい掛けなきゃだめだとか、いろんな調整率の問題が出てく

るでしょうけれども、それはロジックとしての“等価”とは、必ずしも関係がないし、

さらに、どの範囲について相関がどれぐらいあるということと、特定の建物について見

ると３０％もずれているということとも関係がないという意味で、これ論理のレベルで、

クォート・アンクォートの“等価”という言葉が使われているということで、私は理解

をしております。 

【○○委員】はい。説明を伺うとよくわかるんですけれども、“等価”となっているの
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で、等しい値というふうに素直に読んでしまう可能性があって、そこのところをちょっ

と懸念した次第です。 

【座長】この辺はやっぱり法学者のおっしゃることと、我々の理解することとは少しレ

ベルが違うので、むしろ我々の理解できる言葉に少し書き直していただくというか。ま

あ加えていただければいいと思うんですね。今、○○先生がご説明いただいたようなこ

とをちょっと加えておいていただければ、紛れないと思います。恐らく、同じような疑

問は出てくるだろうと僕は思います。だから、これはちょうどいい機会なので、○○先

生のただいまのご発言を加えていただくような形で検討していただければと思います。

よろしいですか。 

何％ずれたから、いいとか悪いとかという議論は、これはわからないですよね、はっ

きり言うと。はっきりした基準があるわけでもないし。例えば０％というのは、あり得

ないわけで、じゃあ３０％はだめかというと、それもよくわからないというのが本当の

ところです。これは、それこそ新しい方式を、もし仮に決めるとすれば、その段階で、

どのくらいの誤差というか、ばらつきを許すかというところで、これは数値的な統計処

理的な話のほうの検討だと思いますけども、お決めいただければいいのかなと思うので。

我々としては、仮に１５％プラマイぐらいは同じと、“等価”とは言わない。値として

はそんなにずれていないとみなしているという意味で使っているということでよろしい

かと思います。 

この辺の議論は、しても切りがないというか、意味がないというふうに私は思うんで、

それは実際にやるときに決めればいい話だというふうに思います。 

ほかに、何かご質問とかご意見とかございましょうか。よろしいですか。 

【副座長】何もなければ、じゃあ、すみません。 

【座長】はい、どうぞ。 

【副座長】ちょっと、今日発言が多いので申しわけありません。 

【座長】いえいえ。 

【副座長】３ページの問題の出し方なんですが、東京特有の課題ということを強調して

「都として」というのは、わからなくはないんですが、これは、やはり潜在的にはどの

大都市にもある問題だというように広げるほうが関心を持ってもらいやすいかなという

ように思います。これは都のスタンスであられると思うので、強い意見ではありません

が、東京都特有だと言えば言うほど、「まあ、じゃあ、東京、頑張ってね」という話に

なりかねないので、やはり各大都市に潜在的には共通している問題であって、東京で先

端的に出ているんだというスタンスのほうが、あるいはいいかなと思ったので、つけ加

えておきます。ご検討いただければ幸いです。 

【座長】はい、いかがでしょうか。 

【資産税部長】はい。私ども事務局の感性で、「東京特有の」と書かせていただきまし

た。ここは検討会としてのご報告をいただくところでございますので、先生のご指摘あ
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るいは検討会としてのご認識として、そういうご認識ということでいただければ、その

ような書き方が適切かなというふうに思っています。 

【座長】まあ、私も○○先生のご意見に賛成で、今後、増えてくる可能性はありますし、

波の先頭を東京がかぶっているというだけのことだろうというふうに理解していますの

で、ちょっと、そういうニュアンスでお書きいただいたほうが、ほかから無視されなく

て済むという感じはします。 

それで、ほかには、何かございますでしょうか。 

【○○委員】はい、ちょっと気がついたこと。 

【座長】はい。 

【○○委員】報告書の１９ページなんですけど、下から３行目のところに相関係数が０．

９５というので、取得価額と現行評点というのが、非常に相関があると。実は、この相

関係数というのは、要因が多ければ多いほど数字が上がっていくのが相関係数の性格な

んで、ちょっと０．９５あれば、もう十分じゃないかと。十分だから実は取得価額活用

方式というのが検討できるんだよという内容だと思うんですけど。何か、その要因をど

んどん増やしていけば相関係数が上がっていくのは当たり前なので、ちょっと、そこで

相関係数ばかり注目され過ぎているんじゃないかなと。どちらかというと、実は調整率

の部分がどういうふうになるか、プラスなのか、マイナスなのか。それが論理的に合っ

ているかどうかというのが一般的には多変量解析なんかでの分析手法なんじゃないかな

と。 

【座長】ここで言っているのは、回帰分析によらずに算出したという。ですから、非常

に単純に出しただけですよね。要は、取得価額と評価額と単純に相関を見たら０．９５

だった、そういう意味ですよね、これ。だから、要因が増えると上がるとかという話で

はなくて、単純に取得価額と評価額は正比例の関係にあって、結構よく説明できるとい

うことを言っているだけです。 

【○○委員】ですね。次のページに、だから、いわゆる回帰分析によってやっていくと

０．９８になってくると。当然、数字が上がってくるという……。 

【座長】それは、そうですね。そのとおりですね。 

【○○委員】だから、どちらかというと、こういう多変量解析だって、０．９以上あれ

ば結構良いんで、その辺で。そもそも、これが取得価額方式の１万平米以上で分析した

ところの根幹じゃないかなということなんで、何か、その辺で。要因が多ければ多いほ

ど相関係数が高くて、より良いと。 

【座長】いや、必ずしもそうではないです。例えば、対象が、これが１万ぐらいになる

と、もっと僕は下がる可能性もあると思います。対象が少ないほど、高く出てくる可能

性が高いんです。仮に２個しかなかったら、１になっちゃいますから。そういう性格の

ものなので、ここで０．９５というのは、当然といえば当然なんですけど、５００幾つ

あって０．９５というのは、かなりいい相関があると。普通だと５００とか６００でや
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ったら０．８、ばらつきの多い場合だと０．８とか７とかになっちゃいますよね。０．

５以下は、余り意味がないので。９５というのは、かなり関係がある。 

逆に言えば、取得価額と評価額というのは、かなりよく比例しているということの証

明だというふうに私は理解しておりますけども。それを、もうちょっといろいろな要素

を入れて調整してやると、コンマ０３ですか、０．９８ぐらいまで上がりますねという

のが、ここで言っている話なので、だから取得価額は使えそうだという。そこは○○さ

んのおっしゃったとおりなんですけど、議論なので、○○さんのおっしゃっていること

がちょっと私は理解できなかったんですけど。 

【○○委員】分析の中で、いろいろな要因みたいなものを取り込めば上がってくるのは

当たり前なんで、その辺が、この報告書にはないんだけど、ちょっと気になるかなとい

う。 

【座長】だから、１９ページは、もう素でやっているだけの話なので、別に特に説明は

要らないかなという感じはしていますけどね。そこから後の話は、いろんなパラメータ

ーを入れていってやったら、どうか、こうかという議論になっているんで、ご心配の点

は大丈夫だろうというふうに私は思っております。 

【資産税部長】○○委員がおっしゃったのは、多分、係数がどの程度有意であるか。例

えば床面積であるとか、階層数とかという、説明変数を、いろいろ入れて係数を出して

いるわけですけど、それがそれぞれ、どの程度有意であるかということについては、私

も専門ではないんですけれども。統計の世界ではｐ値とかｔ値とか、そういう数字があ

って、そういうものをどうなのかと、私も、あるところで分析の結果について、ご説明

したときに、そういうご質問があって即答できなかったんですけれども。 

なかなか、この報告の中で、どこまでそういう専門的な説明を書いたほうがいいかと

いうところがありまして、なかなか統計の専門でない者にとって、ｐ値とかｔ値とか言

われても何のことかさっぱりわからないところがありますものですから、そこまでの説

明は省いているわけなんですけれども。まあ、もし、書いたほうがいいというようなご

指摘があれば、ちょっと検討させていただこうかなとは思っておりますけれども。 

【座長】そこまで書くと、読む側は頭が痛くなるという感じもするし、説明から入ると

なると教科書１冊、書くような話になってしまうんで、それは、私は要らないんじゃな

いかと思うんですね。あと、数値をどう載せるかという話も若干、相談のときにしてい

たんですけども。数値を載せてしまうと、それがひとり歩きしてしまう可能性が非常に

あるので、そこは、もう思い切って、全部省略して結論だけ書こうという話に、まあ一

応なっています。 

もし必要があれば、相手を限定して開示するとか、分析資料ですね。要するに、部内

で回っていた資料の扱いは、今後、事務局のほうで検討していただければいいかと思う

んですけども。場合によっては開示をするということもあり得るかもしれないんですけ

ど、ちょっと、やっぱり、これは余りしないほうがいいのかなと思いますね。まだテス
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トケースなので、それが余り表に出るのは好ましくないというふうに私は思います。 

もし、総務省のほうで本格的に検討しようという話になるんであれば、それはまた別

の話なので、これと同じようなプロセスをたどられるか、また違うやり方でやられるか。

それは、ここではわかりませんけれども、総務省にお任せするという形になるかと思い

ます。総務省のほうから参考にしたいからということであれば、それは当然、開示する

という。総務省のほうにはご提供するということになるかなと思いますので。そんな扱

いで、いかがでしょうかね。ちょっと私一人で決める話ではないとは思うんですけど、

よろしいですかね。 

じゃあ、そういうことで、数値的なものは一応、内部資料にとどめるという形にさせ

ていただきたいというふうに思います。 

ほかに、はい。 

【○○委員】あと、気になったのが３８ページ目で、メンテナンス等の課題という。今

の比準評価もそうなんですけど、メンテナンス等は、どちらかというと、評価基準に載

っかれば、あとは市町村のほうで考えていくというやり方なんで。例えば、今回の場合、

１万平米以上で分析して、実際に取得価額活用方式をやる場合に２万平米以上でやれば、

１万から２万のデータが、相変わらず、部分別評価で残っていくんで、今度は５，００

０以上でもって分析するとかというやり方もあるので、これ、わざわざ書く必要はない

んじゃないかなという気はしたんですけど。ちょっと、ここだけ異質かなという。 

【座長】いや、これは私が入れてほしいと言っているんで。数字って、決まっちゃうと、

もうなかなか動かなくなってしまうところがあるような気がしているんです。これは、

結局ロジックとして、どういうやり方にするかというのは、非常に運用の問題があるん

ですけれども。一遍決めてしまって、それを固定してしまうというやり方も、もちろん

あるとは思うんですよね。ただ、やっぱり評価基準を見ていて思うのは、時々手入れし

ないと乖離が物すごくなっちゃうというのは、もう経験していますので、やっぱり、そ

れはきちんと書いておかないといけないし。全部、新方式に切りかえてしまうと、じゃ

あ、在来のやり方、本当のやり方というかな、本当のやり方でやった場合の数値という

のは全部、消えてしまうわけです。 

全部、比準評価でやるからいいよという話であれば、それはそれで通るんですけど。

ただ、比準対象になっている家屋は部分別評価をちゃんとやっているわけですよね。そ

れは、ある意味、メンテナンスしていることになるので、それと同じようなことが、こ

のやり方の中でも仕組みとして組み込んでおかないと、往々にして忘れられてしまうん

ではないかと思って、これは書いているんです。 

だから、新方式にしたから、もう全部、部分別評価はやめますというふうに言っても

らったら困る。今、おっしゃったようなやり方もあるのかもしれないけど、それは規模

が違うじゃないかというような議論が出てきたら、ちょっと耐えられないので、やっぱ

り一部は本来のやり方でやるということを維持していただきたいということを申し上げ
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ているだけです。要らんとおっしゃるならば、また検討しますけど。私はないと、ちょ

っと危なくなるんじゃないかという気はしているんです。余計なことを書いているかも

しれないんですけど、まあ念には念を入れてというふうな意味で書かせていただいたと

いうことです。よろしいですか。 

ほかに、何かございますでしょうか。あと、よろしいですか。 

それでは、一応、ご議論いただいたということで、本日の議論はこれまでということ

にいたしたいと思います。いろいろご意見をいただいて、直すべきところもあるかと存

じますので、それは事務局のほうで、また再度案をつくっていただいて、会議をするこ

とは多分ないと思うんですけれども、個別に委員に意見を聞いていただいて、ご了解を

得られれば、最終的な取りまとめというのは、私にお任せいただければというふうに思

います。よろしいでしょうか。 

【副座長】お願いします。 

【座長】じゃあ、本日の議論はこれまでということにしますので、後日、また案が皆様

のところに行くかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それじゃあ、事務局にお返ししたほうがいいのかな。 

今日で終わりなんですね。一応、平成２８年度固定資産評価に関する検討会というの

は、今日で最後ということになります。そこで、事務局を代表して、○○局長さんより

ご挨拶いただきます。 

【主税局長】主税局長の○○でございます。若干、事務局に宿題は残されておりますけ

れども、一つの大きな節目を終えたということで、事務局を代表いたしまして、一言、

御礼のご挨拶を申し上げたいと思います。 

座長、副座長を初め委員の皆様方には、大変お忙しい中、家屋の評価方法の見直しの

検討にご尽力をいただきまして、誠にありがとうございました。 

固定資産税は自治体にとりまして、安定的で大きなウエートを占める貴重な財源にな

っておりますが、一方で、納税者から見れば、その仕組みが複雑でわかりにくいなど、

さまざまな課題があるものと認識をしております。とりわけ近年増加しております、大

規模な家屋の評価におきましては、困難で複雑な判断を伴い、課税するまでに長時間を

要するといった多くの課題が生じています。東京都といたしましても、今日における建

築状況などを踏まえた納得性のある評価方法の見直しが、一日も早く実現されるべきも

のと考えております。 

委員の皆様には、こうした実情を受けとめていただき、この１年間にわたりまして、

幅広い論点について、専門的な見地からご検討を賜りました。委員各位からいただきま

した貴重なご意見を踏まえ、東京都として、速やかに国に提言してまいりますとともに、

評価方法の見直しに向けて、さらに国を後押ししてまいりたいというふうに思っており

ます。今後とも、東京都の税務行政にご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げま

して、簡単ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。 
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これまで本当にありがとうございました。 

【座長】じゃあ、これで終わりということでよろしいですか。 

【審査申出担当課長】それでは、以上をもちまして平成２８年度固定資産評価に関する

検討会を終了させていただきます。 

本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。 


